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主な項目 内 容

充塡回収業者
の登録

充塡・回収業を行なおうとする都道府県への登録が必要と
なります。

充塡に関する
基準の順守

不適切な充塡による漏えいの防止、整備不良の機器を放置
したまま繰り返し充塡されることによる漏えいの防止、異種冷
媒の混入防止等の観点から、フロンを充塡する際に順守しな
ければならない「充塡に関する基準」が定められました。

定期点検の
受託

「十分な知見を有する者」にて定期点検を実施する必要が
あります。

充塡・回収
証明書の交付

機器の整備時にフロンの充塡・回収を行った場合に、
充塡量及び回収量を記録し、管理者に対して充塡証明書、
回収証明書を交付する必要があります。

再生証明書・
破壊証明書の
回付

今後は再生業者、破壊業者に引渡したフロンに関して、
再生証明書、破壊証明書の交付を受け、管理者及び
廃棄等実施者に証明書を回付する必要があります。

業務用冷凍空調機器に、フロン回収や充塡を
行う業者（充塡回収業者）がすべきこと
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※繰り返し充塡を禁止する「充塡の基準」に違反した場合、都道府県知事
による勧告及び命令、命令違反に対する罰則規定の適用を受けること
になります。

点検や修理をしないまま充塡を繰り返すこと（繰り返し充塡）は

禁止です。

管理者は点検を行い機器の異常が確認され、その原因が

フロンの漏えいにあることを整備者・充塡回収業者から通知

された場合、速やかに漏えい箇所を特定し、修理する必要が

あります。

充塡の委託を受けた充塡回収業者が修理をしないまま充塡を

繰り返すこと（繰り返し充塡）は禁止です。

2

繰り返し充塡の禁止充塡に関する基準
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充塡の流れ

3

①冷媒漏えい状況の確認

・管理者が保存する点検・修
理・再充塡の履歴を確認

②漏えい箇所の特定・
修理に係る説明

③充塡装置の準備
・管理者・整備者に対して修理の必要性を説明

・過去に修理を行うことなく充塡した履歴を確認した場合は、
漏えい箇所が特定され、修理がされるまで充塡禁止

・充塡する冷媒種の確認
・充塡装置、充塡回収機、マニホールドゲージ等の適切な接続

⑤充塡完了 ・運転確認 ・充塡量の計量
・充塡量等の確認及び管理者へ充塡証明書の交付

◆漏えい確認
修理なし充塡の履歴を確認

◇漏えい箇所修理済

・過充塡の防止

④充塡開始
マニホールド

コンデンシングユニット

ショーケース

冷媒充塡時の機器接続

充塡回収機

管理者・整備者より充塡依頼を受ける

一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構
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十分な知見を有する者とは

機器の冷媒回路の構造や冷媒に関する知識に精通した者。

具体的には、冷媒フロン取扱技術者（一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会、一
般財団法人日本冷媒・環境保全機構）や、以下のような一定の資格又は一定の実務経
験等を有し、かつ、機器の構造・運転方法・保守方法、冷媒の特性・取扱方法、関連法
規等に関する講習を受講した者などが考えられますが、具体的な要件等については
「運用の手引き」等において示される予定です。

・ 高圧ガス製造保安責任者（冷凍機械）

・ 冷凍空気調和機器施工技能士

・ 高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者

・ 冷凍空調技士（日本冷凍空調学会）

・ 自動車電気装置整備士（平成２０年３月以降資格取得者、平成２０年３月以前の

資格取得者でフロン回収に関する講習会を受講した者に限る

・ 高圧ガス製造保安責任者（冷凍機械以外）で、機器の製造又は管理に関する

業務に５年以上従事した者

一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構
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【参考】定期点検の内容について
○点検方法については、業界団体が策定している冷媒漏えい点検ガイドライン等に準拠し
た適切な方法で実施することが重要です。

直接法

発泡液法

蛍光剤法

配管内に蛍光剤を注入し、漏えい 箇
所から漏れ出た蛍光剤を紫外 線等の
ランプを用いて漏えい箇所 を特定。
※蛍光剤の成分によっては機器に不具合を生ずる
おそれがあることから、機器メーカーの了承を得た
上で実施することが必要

ピンポイントの漏えい検知に
適している。漏えい可能性の
ある箇所に発泡液を塗布 し、
吹き出すフロンを検知。

電子式の検知機を用いて、配管
等から漏れるフロンを検知する
方法。検知機の精度によるが、
上記２方法に比べて微量の漏え
いでも検知が可能。

間接法

下記チェックシートなどを用いて、稼働中の機器の運
転値 が日常値とずれていないか確認し、漏れの有
無を診断する。

漏えい検知機を
用いた方式

出典：フルオロカーボン漏えい点検・修理ガイドライン（日本冷凍空調設備工業連合会）

5

一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構
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充塡証明書・回収証明書について

フロンの充塡・回収が行われた時は、その都度、充塡回収業者

はフロンの漏えい量報告の基礎資料として必要な情報等を記

載した充塡・回収証明書を管理者に対して書面で交付すること

が義務付けられました。

なお、充塡回収業者が管理者の承諾を得て、充塡・回収したフ

ロンの種類や量などを情報処理センターに登録することで、充

塡・回収証明書の交付に代えることができます。

6

一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構
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回収したフロン類の引渡義務

充塡回収業者は、フロンを回収した場合において、再び機器に
充塡したもの以外のものがあるとき、又はフロンを引き取ったと
きは、別途定められた場合を除き、再生業者又は破壊業者に対
し、フロンを引き渡さなければなりません。

7

一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構
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再生証明書・破壊証明書について

改正法においては、再生業者及び破壊業者は、
充塡回収業者から直接引き取ったフロン類の
処理について、再生証明書又は破壊証明書の
交付が義務付けられています。

これらの証明書は、充塡回収業者を経由して、
整備を発注した管理者又は廃棄等実施者に
回付されます。
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一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構


